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午前10時 00分開会 

○議長 辻本 一夫君 

おはようございます。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。それでは直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻本 一夫君 

お諮りします。日程第１、議案第５０号から日程第８、議案第５７号までの各議案については、

それぞれの委員会に審査を付託しておりましたので、これを一括して議題とし、それぞれの審査

結果の報告を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

まず、総務財政委員長に審査結果の報告を求めます。総務財政委員長。 

○総務財政常任委員会委員長 横尾 武志君 

報告第１５号、芦屋町議会議長、辻本一夫殿、総務財政常任委員会委員長、横尾武志。 

総務財政常任委員会審査結果報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

記 

議案第５０号、満場一致、原案可決。 

議案第５１号、満場一致、原案可決。 

議案第５６号、満場一致、原案可決。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

次に、民生文教委員長に審査結果の報告を求めます。民生文教委員長。 

○民生文教常任委員会委員長 松岡  泉君 

それでは報告いたします。 

芦屋町議会議長、辻本一夫殿、民生文教常任委員会委員長、松岡泉。 

民生文教常任委員会審査結果について、本委員会に付託された事件は審査の結果が決定しまし

たので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

議案第５２号、満場一致、原案可決。 

議案第５３号、満場一致、原案可決。 

議案第５４号、満場一致、原案可決。 
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議案第５５号、満場一致、原案可決。 

議案第５６号、満場一致、原案可決。 

議案第５７号、満場一致、原案可決。 

以上であります。報告を終わります。 

○議長 辻本 一夫君 

以上で報告は終わりました。 

引き続き、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から、閉会中の継続調査申出書が別紙の

とおり提出されておりますので、報告いたします。 

ただいまから、それぞれの審査結果の報告について質疑を行います。 

まず、総務財政委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、総務財政委員長に対する質疑を打ち切ります。 

次に、民生文教委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、民生文教委員長に対する質疑を打ち切ります。 

以上で質疑を終わります。 

ただいまから討論及び採決を行います。 

まず日程第１、議案第５０号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第１、議案第５０号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案５０号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第２、議案第５１号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 
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ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第２、議案第５１号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５１号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第３、議案第５２号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第３、議案第５２号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５２号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第４、議案第５３号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第４、議案第５３号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５３号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第５、議案第５４号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 
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お諮りします。日程第５、議案第５４号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５４号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第６、議案第５５号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第６、議案第５５号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５５号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第７、議案第５６号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第７、議案第５６号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５６号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に日程第８、議案第５７号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第８、議案第５７号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 
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〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第５７号は原案を可決することに決定いたしました。 

次に、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続調査について、それぞれ再

付託の申出があっています。つきましては、これを申出のとおり再付託することにしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

以上で、討論及び採決を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻本 一夫君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、併せて令和４年第４回芦屋町議会定例会を閉会します。 

長い期間の御審議、お疲れさまでございました。 

午前 10時 09分閉会 
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